
取組状況

■職員管理の適正化

　　職員数の適正な管理（４ページ）

〇 17年4月から23年4月までの6年間は、新たな行政需
要に適切に対応しつつ、一般行政部門の職員数に
ついて10.0％、県全体の職員数について5.0％の削
減を目指す

・職員数

〇 団塊の世代の退職に当たっては、退職者の再任用を
活用するとともに、民間企業等の職務経験者の採用
により、優秀な人材の確保や県職員の年齢構成の適
正化を推進

・再任用職員数　４６人〔Ｈ２１.４採用〕
　　　　　　　　　　　５３人〔Ｈ２２．４採用〕
・職員採用Ⅰ種試験の受験資格の上限年齢を３０歳以下から３４歳以下に引上げ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Ｈ２０年度採用試験から〕

〇 技能労務職について、業務、定数、給与等を含めた
あり方を検討

・技能労務職業務について、電話交換業務、放牧牛管理業務などアウトソーシングを推進
　【参考】技能労務職員数

・技能労務職について、一般事務に従事させるため実務研修を開始〔Ｈ２１．４〕

　項　　　　目

「新行財政改革実行プラン」　取組状況一覧

Ｈ１９．４ Ｈ２０．４ Ｈ２１．４ Ｈ２２．４ 

３７７人 ３６５人 ３３４人 ３２０人 

 

 Ｈ17.4 Ｈ22.4 削減数 削減率 進捗率 

一般行政部門 3,229 2,935 △294 △9.1％ 90.7％ 

県全体 14,416  13,663 △753 △5.2％ 104.6％ 

 

資料２－２
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■質の高い政策の実現

　　質の高い政策を実現するための方策（６ページ）

〇 専門家の知識や、独自統計・マーケティング調査によ
るデータ分析を取り入れた政策形成、部局連携に基
づくスピーディーな政策の実行を「先進政策モデル」
として具体化するなど、「政策推進マネジメントシステ
ム」を改定

・政策推進マネジメントシステムの改定〔Ｈ２０．３〕
・政策課題について、県内外の有識者・専門家から意見・提案を聞く「政策会議」や部局連携の「課題解決
プロジェクトチーム」を実施
　　「新ふくい人」田舎暮らし体験交流事業やクルマ利用適正化推進事業など２１の事業に反映〔Ｈ２１．４〕
　　　次世代（省エネ）自動車導入推進事業やみんなが元気ふくいっ子事業等２６の事業に反映〔Ｈ２２．４〕

〇 各部各課、本庁と出先機関、上司と部下、民と官など
相互に力を合わせて総合力を発揮

・本庁と出先機関が一体となって政策課題に対応するため、出先機関の長が本庁技幹を兼務（２０年度４か
所）
・水産企画幹、林業企画幹を配置し、技術担当の技幹の職務に加え、試験研究機関を含めた担当分野の
政策全般を推進〔Ｈ２２．４〕
・ディスカッションタイムを設定し、上司と部下のコミュニケーションを向上〔Ｈ２０．７〕
・住民による川守活動など、民間団体や地域住民との共動による事業を実施〔Ｈ１９年度～〕

〇 自治研修所の研修に民間ノウハウを導入し、従来の
手法にとらわれない人材の育成を推進

・職員研修業務（自治研修所）を民間委託し、県内外の民間企業関係者や大学の研究者を講師として多数
招聘する等、民間ノウハウを導入した研修を実施〔Ｈ２０．４〕
・ふくいブランドの向上や県庁全体の営業的な機能を強化するため、実践的な特別専門研修（営業力向上
研修）を実施〔Ｈ２１年度実績　１１回〕

〇 幅広い分野で活躍できる職員を育成するため、職種
間の人事交流の拡大や職員の資質・意欲を高めるた
めの方策を実施

・職種の枠を越えた人事配置
　　　管理職１９人　一般職４９人〔Ｈ２１．４〕
　　　管理職２５人　一般職５４人〔Ｈ２２．４〕
・民間企業へ職員を派遣〔Ｈ２１．４〕

○ 業務過程改善（BPR）運動の充実など、職員の創意工
夫を引き出すための制度の充実

・全庁的に実施できる提案、他部局への業務改善提案を募集する提案型ＢＰＲ運動を導入
　　　Ｈ２０年度実績　改善３８件
　　　Ｈ２１年度実績　改善１３件

〇 新たな人事評価制度の導入により職員を適切に評価
し、能力本位の人材登用を推進

・仕事の成果や仕事の過程における行動・取組姿勢を適切に評価する新たな人事評価制度を導入し、評価
を基に人材登用
　　　管理職に導入〔Ｈ２０年度〕
　　　一般職に導入〔Ｈ２２年度〕
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■給与の適正化

　　給与構造改革（８ページ）

〇 給料表の水準について、平成１８年度からおおむね5
年間で平均4.8％引下げ

・給料表水準について、平成１８年度からおおむね５年間で平均４．８％引下げ

〇 新たな人事評価制度の導入により、職責や勤務実績
に応じた給与制度へ転換

・勤務成績に応じた勤勉手当の支給、昇給の実施
　　　管理職に実施〔Ｈ２０年度〕
　　　一般職に実施〔Ｈ２２年度〕

〇 特殊勤務手当をはじめとする諸手当の見直し ・月額手当の日額化（県税事務手当等１４手当）、支給額の引下げ（研修機関教務手当等６手当）、手当の
廃止・統合（除雪作業手当等５手当）を実施〔Ｈ２０．４〕
・義務教育等教員特別手当の引下げ
　　　平均０．８％引下げ（平均３．８％→３．０％）〔Ｈ２１．１〕
　　　平均０．８％引下げ（平均３．０％→２．２％）〔Ｈ２２．１〕
・定時制通信教育手当、産業教育手当の引下げ〔Ｈ２１．４〕
・教員給与の給料の調整額の引下げ（調整数２→１．５）〔Ｈ２２．１〕

・人件費を２２年度当初予算において前年度より１１億円削減
　　【参考】人件費の推移（普通会計当初予算） ［単位：億円］

 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 H２２年度 

人件費計 １，２８５ １，２７５ １，２４３ １，２３３ 

対前年比 － △１０ △３２ △１１ 

※数値はそれぞれ四捨五入  
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■民間委託等の推進

　　アウトソーシングの推進（９ページ）

〇 県民サービスの向上を図るため、民間のノウハウや技
術等を活用したアウトソーシング（外部委託）を一層促
進

 

・２０年４月 職員３１名分 

職員の手当認定、旅費支給など庶務業務      ７名 

部長等の秘書業務                ６名 

自治研修所における職員研修業務         ３名 

健康福祉センターにおける結核定期健康診断業務  １名 等 

 

・２１年４月 職員２１名分 

職員の手当認定、旅費支給など庶務業務      ４名 

畜産試験場等における体験学習、案内業務     ３名 

水産試験場における海洋調査業務         ２名 

本庁等における守衛業務             ２名 等 

    

・２２年４月 職員３１名分 

職員の手当認定、旅費支給など庶務業務      ７名 

検品業務、入札補助業務など物品調達業務     ４名 

県立病院における施設維持管理業務        ２名 

栽培漁業センター等における種苗生産業務     ２名 等 
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　　公共施設の管理運営の民営化の検討（１０ページ）

〇 既に指定管理者制度に移行した施設の状況を見極
めながら、県が直営している施設について、管理運営
の民営化を検討

・新規の指定管理者制度導入施設
　　　福井県こども家族館〔Ｈ２０．８〕
　　　和田港成海緑地〔Ｈ２０．８〕
　　　越前陶芸公園（福井県陶芸館）〔Ｈ２１．４〕
　　　敦賀港鞠山南地区多目的国際ターミナル〔Ｈ２２．４〕

　【参考】指定管理者制度導入施設のうち１７年度に県の支出があった２２施設の管理経費推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 １７年度 
（導入前） 

１８年度 
（導入後） 

１９年度 ２０年度 
２１年度 
（再指定） 

２２年度 

管理経費 2,934 2,418 2,363 2,322 2,241 2,241 

削減額 
(：17年度) 

－ △516 △571 △612 △693 △693 
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■出先機関の見直し

　　出先機関の再編（１１ページ）

〇 健康福祉センター、農林総合事務所、土木事務所
・平成20年4月に組織再編を行い、福井、坂井、奥
越、丹南、二州および若狭の6区域に1か所ずつ配置
・奥越区域の土木事務所、丹南区域の健康福祉セン
ター、農林総合事務所、土木事務所に分庁舎を設置

・健康福祉センター、農林総合事務所、土木事務所を再編し、県内６区域に１か所ずつ配置〔Ｈ２０．４〕

【再編の内容】
　〔健康福祉センター〕
　　　奥越健康福祉センター勝山分庁舎を大野庁舎に集約
　　　丹南健康福祉センター丹生分庁舎を鯖江庁舎に集約

　〔農林総合事務所〕
　　　丹生農林総合事務所を南越農林総合事務所に集約し、名称を丹南農林総合事務所に変更
　　　丹生農林総合事務所区域の農業・林業普及指導業務を担当する丹生分庁舎を設置

　〔土木事務所〕
　　　勝山土木事務所を大野土木事務所に集約し、名称を奥越土木事務所に変更
　　　勝山市区域の道路等の維持管理業務を担当する勝山分庁舎を設置

　　　鯖江・今立・朝日土木事務所を武生土木事務所に集約し、名称を丹南土木事務所に変更
　　　鯖江・朝日土木事務所区域の業務を担当する鯖江丹生分庁舎を設置

〇 県税事務所
平成20年10月に福井県税事務所、嶺南振興局（若狭
税務部）に課税および納税部門を集約

・坂井・奥越・丹南および二州区域の課税および納税部門を福井県税事務所、嶺南振興局（税務部）に集約
し、坂井・奥越・丹南および二州の各地域に税金の窓口収納等を行う県税相談室を設置〔Ｈ２０．１０〕

〇 その他の出先機関
その他の出先機関について、組織体制のあり方等を
引き続き検討

・「福井県公設試験研究機関等評価ガイドライン」を改正し、研究成果の波及効果を研究課題の評価項目と
して追加〔Ｈ２０．１２〕
・県営牧場を畜産試験場に統合し、畜産試験場の乳牛に関する研究を奥越高原牧場に集約〔Ｈ２１．４〕
・畜産試験場および県営牧場について、県民が利用しやすいように整備し、動物とのふれあいや体験学習
の場として活用〔Ｈ２１年度～〕
・栽培漁業センターおよび内水面総合センターを水産試験場に統合し、種苗生産から品質保持まで一貫し
た研究を実施〔Ｈ２２．４〕
・雪対策・建設技術研究所を福井土木事務所に統合し、雪対策技術や建設技術の要望や情報を迅速に得
るなど、連携を強化〔Ｈ２２．４〕
・電気事業売却に伴う廃止（奥越発電管理所・中島真名川発電制御所、滝波川第一発電所）〔Ｈ２２．３〕
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　　警察の組織再編（１２ページ）

〇 警察署
・平成20年4月に丹生警察署を鯖江警察署に、今立
警察署を越前警察署に再編し、それぞれ分庁舎を設
置

・丹生警察署を鯖江警察署に、今立警察署を越前警察署に再編し、それぞれ分庁舎を設置〔Ｈ２０．４〕

・治安情勢等に対応した警察署の再編を引き続き検
討

・福井署と永平寺署の再編を内容とする「第二次警察署再編プラン」の策定〔Ｈ２１．３〕

　　高等学校のあり方の検討（１４ページ）

〇 「高等学校教育問題協議会」の答申を踏まえ、新しい
時代にふさわしい教育環境の整備に向けた高等学校
のあり方を検討

・高等学校教育問題協議会の答申を踏まえ、適正な学校規模・配置、職業系専門学科の再編整備、定時
制・通信制課程の見直しを内容とする「県立高等学校再編整備計画」を策定〔Ｈ２１.３〕
　【第１次実施計画】
　　　・大野東高校と勝山南高校を統合した奥越総合産業高校（仮称）の開校に向けて検討会議を開催し、
　　　　新たな学科編成を決定〔Ｈ２３．４開校予定〕
　　　・定時制・通信制課程において、昼間二部制の見直しとともに、単位制･２学期制を導入〔Ｈ２２．４〕
　【第２次実施計画】
　　　・福井・坂井、嶺南地区の全日制高校の再編整備計画策定に向け、各地区において高校教育懇談会
　　　を開催

　　公営企業の再編の検討（１４ページ）

〇 電力の自由化の進展による経営環境の変化を踏ま
え、電気事業の民間への売却を検討

・売却候補者（北陸電力）の選定、基本合意書の締結〔Ｈ２１．３〕
・電気事業を売却〔Ｈ２２．３〕

　　県立病院の経営の効率化（１５ページ）

〇 診療報酬の改定や医療人材の不足など厳しい経営
環境を踏まえ、平成２０年度に「県立病院改革プラン」
を策定し、医療の質や患者サービスの向上を図りな
がら経営の効率化を推進

・経営分析、外部有識者からの意見聴取等を実施し、「福井県立病院経営改革プラン」を策定　〔Ｈ２１．７〕
・経営評価委員会（外部有識者等６名）を設置し、経営改革プランの進捗状況を検証・評価するとともに、院
内の病院経営会議で各部門の経営計画の進捗を管理〔Ｈ２１年度～〕
・経営改革プランに基づき、空き病床の有効活用による病床利用率向上を実施〔Ｈ２１年度～〕
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■外郭団体等の見直し

　　外郭団体等の効率的な経営（１６ページ）

〇 管理運営のあり方の見直しと県民サービスの一層の
向上を推進

・一般競争入札の対象工事を２５０万円超に拡大〔Ｈ２０．４〕
・「地域の貢献度」の重視や低入札防止のための判断基準導入等受注業者の持つ技術力を的確に評価
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Ｈ２１．３〕
・補助金交付事務マニュアルの作成〔Ｈ２０．１１〕
・業務および財務・給与等に関する資料を全１７団体がホームページ上で公開〔Ｈ２０．４〕

　　公社の経営改善（１６ページ）

〇 土地開発公社は、保有土地を集中的に処分し、平成
22年度末に解散

・保有土地の企業への売却を促進するため、地域再生計画の認可〔Ｈ２１．３〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔２１年度売却実績：１件　６，８９４㎡〕
・土地利用促進チームを設置し、土地開発公社および住宅供給公社の保有地の売却・利活用を推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Ｈ２２．４〕

【参考】２１年度末の状況
　・土地開発公社の長期保有土地（５年以上）　約７万㎡　約８７億円（台帳価格）

〇 住宅供給公社は、分譲宅地を完売するよう計画的に
販売し、平成22年度末に解散

［住宅供給公社］
・新ふくい人誘致施策等と連携し、分譲宅地の売却を促進
〔２０年度売却実績：　９区画〕
〔２１年度売却実績：１４区画〕

【参考】２１年度末の状況
・住宅供給公社の未分譲宅地　２団地３１区画　未造成地　約４万㎡

〇 道路公社について、解散を含めあり方を検討 ・法恩寺山有料道路および三方五湖有料道路の収益向上に向け、地元と連携した利用促進等を実施

【参考】平成２１年度末の状況
　・道路公社の有料道路の営業期間、累積債務
　　　　河野海岸有料道路　料金徴収期間終了（Ｈ２０．９）
　　　　三方五湖有料道路　期限なし　　　　　　　約１８億円
　　　　法恩寺山有料道路　Ｈ３４年９月まで　　　約１１億円
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〇 ふくい農林水産支援センターの林業部門（旧林業公
社）について、今後の経営のあり方を検討

・庁内で関係課と旧林業公社の経営見直しの方向性について検討〔Ｈ２１．８～〕
　「経営見直しに係る庁内プロジェクトチーム会議」を開催〔Ｈ２２．５～〕
・法律、経営の専門家も含めた外部委員による検討委員会を開催し、今後の方向性について検討を行う予
定〔Ｈ２２年度～〕

【参考】２１年度末の状況
　・管理面積　１４，８８０ｈａ
　・借入金の状況　　　合計約４９７億円
　　　日本政策金融公庫　　約１２３億円
　　　市中金融機関　　　　　約　６２億円
　　　福井県　　　　　　　　　　約３１２億円
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■市町への権限移譲

　　市町との役割分担と連携強化（１８ページ）

〇 「新地方分権一括法」の制定に向け検討が進められ
ている、国と地方の役割分担の見直しも踏まえ、県と
市町の役割分担を明確にするとともに、連携を強化

・市町が抱える重要課題を解決するための「市町振興プロジェクト」を支援
　　　（２０年度　　９市町計画策定）
　　　（２１年度　１３市町計画策定（４市町が新規策定））
・知事・市町長政策懇談会の議論を受け、県と１７市町で構成する「福井県地方税滞納整理機構」
　の設置〔Ｈ２１．４〕
　　　〔２１年度実績〕引受額５８７，４０９千円　　徴収額１６９，５５７千円

〇 住民が身近な市町において行政サービスを受けるこ
とができるよう、権限移譲を推進

・２０年４月　新たに住宅・土地統計調査に係る統計調査員の設置に関する事務を市町へ移譲
　（移譲事務 合計：５２事務）
・２２年４月　鯖江市に既に移譲している土壌汚染状況調査の報告の受理等に関する事務の項目を追加
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■財務管理の適正化

　　歳出の合理化および事業の選択と集中（２０ページ）

〇 歳出の合理化を推進
・経常的な経費については、事務事業の見直しを徹
底するほか、アウトソーシングなどを活用し抑制
・投資的経費については、全国と比較して高い水準
にあることから、整備水準等を踏まえ、重点化を図り
つつ抑制

・２２年度予算において、１９５の事務事業の廃止・縮減等の見直しにより一般財源ベースで２０．１億円を削
減
　また、３１名分の業務のアウトソーシング実施により１億円を削減（再掲）

・投資的経費の予算要求基準を対前年比９５％に設定するとともに、事業を精査（ただし、経済対策を除く）

〇 成果連動型予算の編成・毎年度の成果目標を明確
にし、達成度によって次年度以降の予算に反映させ
る「成果連動型予算システム」を実施

・新規就農者サポート事業（成果目標：新規就農者数）他６事業に成果連動型予算を適用
　（基準：成果目標達成　予算額１００％、９割達成　予算額９０％、９割未満予算額８０％）
　　　（例）新規就農者サポート事業においては、２０年度新規就農者数の実績が目標を上回ったため、
　　　　　　２２年度予算額は２１年度と同額を措置

　　施設管理の適正化（２１ページ）

〇 ファシリティ（施設）マネジメントの考え方に基づく施設
管理
・計画的な修繕による施設管理経費の平準化と施設
の長寿命化
・施設整備の抑制と現有施設の有効活用（空きス
ペースの活用）

・２２年度予算において、橋梁の長寿命化対策の前倒し（４７箇所）や県立高校等の県有施設（１０棟）の耐震
化等の県単独事業を経済対策として実施
・旧県立図書館を活用し、改修により「福井県立こども歴史文化館」を整備〔Ｈ２１．１１開館〕
・奥越健康福祉センター（勝山分庁舎）廃止に伴い、浄土寺川ダム建設事務所が入居〔Ｈ２０．１０〕
・生活学習館において、スタジオ・映像製作室を、利用希望の多い学習室に変更して有効利用〔Ｈ２１．４〕

〇 職員公舎の有効活用
・民間住宅賃貸による職員公舎整備の抑制と入居状
況を踏まえた部局間の相互利用

・知事部局の「木田職員住宅」の空き部屋を警察職員公舎として利用〔Ｈ２０．１０〕するとともに、工業技術セ
ンターの調湿壁紙試験への提供等、県実施事業で有効活用〔Ｈ２１年度〕
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　　効率的な事務の執行・管理（２２ページ）

〇 一件審査による公共事業等の見直し
・これまでの公共投資による整備水準の検証と今後の
事業の重点化
・道路整備における１．５車線化などローカルルール
の適用による適正規模の整備推進

・新規に着工する公共事業、県単独事業等について、必要性や優先度等を判断して事業を重点化

・国道４１６号大日峠道路（勝山市野向町横倉～県境、延長３．８km）を１．５車線化、主要地方道勝山丸岡
線（坂井市丸岡町猪爪～一本田福所、延長３．０㎞）を幅員縮減するローカルルールで整備

〇 契約方法の見直し
・一括入札、長期継続契約による経費節減
・一括購入物品の範囲拡大
・パソコンについて、リース期間を延長後、買取り方式
へ変更
・公用車について、利用実態を踏まえ車両台数を見
直し、リ－ス車両を一部導入

・コピー機リースの一括入札、長期継続契約の実施により、２０年度５３百万円、２１年度４０百万円、
　２２年度２８百万円の経費を削減
・出先機関のコピー用紙を一括購入し、用品指定品目に追加〔Ｈ２０．４〕

〇 入札・契約改革
・２５０万円を超える工事については、原則として一般
競争入札とするなど、入札・契約の透明性、競争性を
さらに高めるための改革を実施

・物品の電子入札を全所属で運用を開始〔Ｈ２０．７〕
　さらに対象案件の拡大（予定価格５０万円以上→１０万円以上）〔Ｈ２１．１０〕

〇 情報システムの最適化
・機器の容量や保守管理経費を見直し、平成２４年度
までに３億円を削減

・情報システムの最適化により、２１年度５９百万円、２２年度３３７百万円の経費を削減

〇 行事・イベント開催等の見直し
・毎年度開催している行事・イベント等について、参
加状況や効果等を踏まえ、ビエンナーレ方式（隔年
開催）を検討

・２２年度までに１９件の行事・イベントの廃止・縮減等を実施し、１１百万円を削減
・２２年度当初予算において、１件のイベントについてビエンナーレ方式に見直し、４．５百万円を縮減
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　　新地方公会計制度の導入による財務情報の公開の推進（２３ページ）

　 〇 地方財政健全化法に基づき、平成19年度決算から健
全化判断比率を公表

・２０年度決算の財政健全化指標を算定、公表〔Ｈ２１．９〕

○ 新地方公会計制度に基づく財務諸表を平成21年度
までに整備し、資産と債務に関する情報開示と適正
な管理を一層推進

・新地方公会計制度に基づく財務諸表を整備〔Ｈ２１．９〕

　　公債費の抑制（２４ページ）

〇 歳出の見直しにより、新規の県債発行を抑制 ・２２年度当初予算において、臨時財政対策債発行額は８４億円増加するものの、通常債発行額が１０５億円
減少することにより、県債発行額は２１億円減少
　
〔県債発行額〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：億円）

〇 公共施設の耐用年数の実態を踏まえ、償還期間を３
０年とする長期債を導入

・１９年度債において、３０年債を１００億円発行
　２０年度債において、３０年債を１００億円発行
　２１年度債において、３０年債を２７５億円発行

                ＜決算確定値＞      ＜早期健全化基準＞ 

        実質赤字比率    －（黒字）       赤字３．７５％ 

        連結実質赤字比率  －（黒字）       赤字８．７５％ 

        実質公債費比率   １３．３％           ２５％ 

        将来負担比率   ２３４．６％          ４００％ 

 ①２２年度当初 ②２１年度当初 増減（①－②） 

県 債 ８６２ ８８３ △２１ 

 通常分 ３３７ ４４２ △１０５ 

 臨財債 ５２５ ４４１ ８４ 
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　　歳入の確保（２５ページ）

〇 県税収入の確保・納税推進室が中心となり、大口・困
難な案件について県税徴収を強化
・インターネットを活用した公売の実施
・企業立地の推進や産業の活性化による税源の涵養

・インターネットを活用した公売を実施（２０年度落札実績：１１４件、１５６万円　２１年度実績：４５件、９９万円）
したほか、２１年度から、県と１７市町が参加する福井県地方税滞納整理機構（再掲）を設置し、税の滞納整
理を強力に推進（２１年度徴収実績：１７０百万円）

・次世代技術産業の集積につながる企業誘致活動を展開
　（２０年企業誘致実績：２６件、２１年企業誘致実績：１６件）

〇 受益と負担の適正化・使用料・手数料の見直し ・前回改定から３年経過する使用料・手数料について、受益と負担の適正化を図る改定を実施し、２２年度予
算において４８百万円増収（見込み）

〇 納税や料金支払いの利便性の向上・２４時間利用可
能なコンビニでの県税収納
・県立病院診療費のクレジットカードによる収納

・２０年５月からコンビニ納税を開始し、自動車税などで２１年度３４．０％の利用実績（２０年度実績：２８．５％）
があり、納期内納付率がアップ（１９年度実績：６７．４％　２０年度実績：７０．４％　２１年度実績：７１．２％）

・２０年１０月から県立病院の診療費のクレジットカード収納を開始し、２１年度は、件数で１１，７１６件（４．
１％）、金額で２７４百万円（１１．６％）の利用実績をあげるなど利便性を向上
　　（２０年度実績：利用件数４，１５１件（２．９％）、利用金額１１８百万円（９．６％））

〇 財産の売却・県有財産のうち、県での利用が見込ま
れないものについては、可能なものから早期売却

・土地など、県有財産のうち利用が見込まれない資産を売却や貸付
　（２０年度実績：９件、１０１百万円、２１年度実績：６件、１４１百万円）
・県庁舎等の行政財産の使用について競争入札を実施し、３４百万円の増収見込み
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　　「ふるさと納税」の推進など寄付文化の醸成（２６ページ）

〇 「ふるさと納税」提唱地である福井県への寄付の促進
を図るため、福井県の情報を全国に発信

・寄付される方の利便性を高めるため、県と１７市町の寄付共同受入窓口を開設〔Ｈ２０．５〕

・全国のふるさと納税受入状況等を収集し、情報を提供する「ふるさと納税情報センター」を開設〔Ｈ２０．８〕

〇 インターネットの活用など、寄付しやすい環境整備の
推進

・寄付の受入れについて、１９年１２月からインターネットでクレジットカードによる納付方法を導入したほか、２
１年５月から新たにゆうちょ銀行の振込用紙による納付方法を導入

・県人会（市町同郷会を含む。）、同窓会をはじめ、あらゆる機会を通じたふるさと納税への協力依頼・ＰＲに
よる制度の普及・定着

　　基金、特別・企業会計の有効活用（２６ページ）

〇 基金の有効活用・特定目的基金の弾力的な運用
・果実運用型基金の取崩型基金への転換

・後期高齢者医療財政安定化基金等の財源として、高齢者保健福祉基金（果実運用型）の財源を活用〔２０
年度～〕

〇 基金や企業会計等の資産による外郭団体等の負債
処理の検討

・公営電気事業の廃止により生じた清算金を、スポーツふくい基金の創設や土地開発公社と住宅供給公社
の清算に必要となる費用に活用〔２２年度予定〕

※県内のふるさと納税実績 

２０年度 ７３，３７８千円  県 分 ３８１件 ２２，６７２千円 

                 市町分 ５３８件 ５０，７０６千円 

 

  ２１年度 ６８，０９９千円  県 分 ４０７件 １９，２３３千円 

                 市町分 ５４１件 ４８，８６６千円 
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■財務指標の目標と財政収支の見通し

　　財政構造改革の目標（２７ページ）

【基本目標】

〇 県債発行の抑制・将来の県債残高の増嵩を抑えるた
め、毎年度の県債の発行を抑制し、平成
２２年度までに残高が増加しない財政構造の確立を
目指す

・２２年度当初予算における臨時財政対策債発行額の増により、２２年度末県債残高見込は８，８０１億円と、
２１年度末比２５５億円の増
ただし、臨財債を除く県債残高は減少（△１７７億円）
〔県債残高〕

〇 基金残高の確保・基金残高について、少なくとも標準
財政規模の５％程度、おおむね１００億円以上の確保
を目指す

〔基金残高〕

○ 財政指標の改善・地方財政健全化法に示す早期健
全化基準の指標を上回るとともに、中長期的に全国
中位程度以上の水準を目指す

〔財政指標〕

                                  （単位：億円） 

 ２２年度末見込① ２１年度末見込② 増減（①－②） 

県 債 残 高 ８，８０１ ８，５４６ ２５５ 

 通常分 ６，３３２ ６，５０９ △１７７ 

 臨財債 ２，４６９ ２，０３７ ４３２ 

 

２０年度末基金残高   ２４５億円（プランの２０年度末目標額 １９３億円）

２１年度末基金残高見込 ２２４億円（プランの２１年度末目標額 １４３億円）

     ２２年度末基金残高見込 １８９億円（プランの２２年度末目標額 １０８億円）

・実質公債費比率 

      ２０年度   １３．３％（全国２２位） 

      ２１年度見込 １４％程度 

       ※ 早期健全化基準 25%（18%以上になると、起債許可団体に移行） 

 

     ・将来負担比率 

      ２０年度   ２３４．６％（全国２２位） 

      ２１年度見込 ２３０％程度 

       ※ 早期健全化基準 400% 
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